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　申告した内容は、住民税（市・道民税）だ
けでなく、国民健康保険税や後期高齢者
医療保険料・介護保険料・各種手当などを
計算する上での基礎資料となりますので、
忘れずに申告しましょう。

申告期間

1/26（木）～3/15（水）

1/26（木）～30（月）

2/13（月）～3/15（水）

2/1（水）～3（金） 

2/6（月）
2/7（火）

2/8（水）～10（金） 

※土・日・祝日除く

※土・日曜除く
市役所１階ロビー（花川北６･１）

花川北コミセン（花川北３･２）

親船会館（親船町６０･７）

花川南コミセン（花川南６･５）

市役所１階ロビー（花川北６･１）

八幡コミセン（八幡２･３３２）

９時～１１時

１３時～１６時

９時２０分～１１時

１３時～１６時

９時４５分～１１時

１３時～１６時

９時２０分～１１時

１３時～１６時

９時～１１時

１３時～１６時

３０分

１５分

３０分

８時

１１時

９時

１１時

９時

１１時

９時

１１時

８時

１１時

市内の申告日程

受付期間 場所 受付時間 整理券の
発券開始時間

ご注意
ください！

▲

受付時間中は随時整理券を発券します▲
2/1（水）～10（金）は、令和4年分のみの申告受付となります
担当職員が申告会場へ行っているため、市役所1階ロビーでの受け付けはできません▲
2/16（木）～3/15（水）は、厚田・浜益支所でも申告を受け付けます ※土・日・祝日除く▲

令和4年度市・道民税申告を行った方には、市から「案内はがき」を送付していますが、所得税の確定申告をさ
れた方には送付していません。「案内はがき」がなくても申告はできます▲

2月上旬までは大変混雑します。日程に余裕のある方は2月中旬以降にお越しください▲

会場内は感染対策のため、席の間隔を広げています。会場外での待機に、ご理解・ご協力をお願いします

◆給与所得がある方
・給与収入で所得税が差し引かれているが、年末調整をしていない方
・年末調整は済んでいるが、扶養控除や社会保険料控除などに変更が
　ある方
・住宅借入金等特別控除を受ける方（初年度は税務署での申告が必要）

◆公的年金などの所得がある方
・公的年金の収入合計額が400万円を超える方
・公的年金の収入合計額が400万円以下で、それ以外に20万円を超える所得がある方
　（所得が20万円を超えない場合でも、源泉徴収された税額の還付を受けるためには確定申告が必要）

◆事業所得（営業所得・農業所得）や不動産所得などがある方（税務署での申告が必要）
◆寄付（ふるさと納税）をした方
・6カ所以上の自治体にふるさと納税をした方
・控除の追加により確定申告を行う方（ワンストップ特例制度は利用不可。ふるさと納税分も合わせて確定申告が必要）

確定申告が必要な方

・2カ所以上の会社から給与を受けている方
・医療費控除を受ける方
・給与所得以外に20万円を超える所得がある方

■問税務課☎72・3119

▲各申告会場（厚田・浜益支所除く）の
　待ち人数や呼び出し状況をインター
　ネット上（左記）で確認できます。

共
通

共
通
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申告に必要なもの ※必要書類を全てそろえてお越しください

・金融機関が発行する年末残高証明書と税務署が交付する住宅借入金等特別控除申告書
　（住宅借入金等特別控除証明書）
　※初めて当該控除を受ける方は、札幌北税務署で申告してください

必要書類

・生命保険料控除証明書（一般用、個人年金用、介護医療用）

・地震保険料控除証明書
・平成18年末までに締結した長期損害保険の控除証明書

各種控除

生命保険料控除

・任意継続健康保険料の領収書
・国民年金保険料控除証明書
・石狩市以外の税金・保険料として納めた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
  介護保険料がある場合は、その領収証または納付額証明書

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・障害者控除対象者認定書（介護保険の要介護認定のみでは対象になりませんので、
  高齢者支援課☎72・6121にご相談ください）

・医療費控除の明細書（高額療養費や入院費給付金、出産育児一時金などの補てんされ
  ている金額も記入すること）と医療費通知（明細書に記載した場合は原本が必要です）
　※領収書による申告は受け付けできません。医療費控除の明細書を申告会場で作成される
　　場合は、あらかじめ申告額を計算してご来場ください
・セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）は特定健康診査･予防接種･定期健康
　診断・健康診査･がん検診など、一定の取り組みを行った際の領収書または結果通知表
　およびセルフメディケーション税制の明細書

・本人名義の振込先口座の分かるもの（預金通帳など）

地震保険料控除

社会保険料控除

障害者控除

医療費控除

住宅借入金等
特別控除

還付金が発生する方

◆公的年金などの源泉徴収票に記載された控除内容の変更や控除の追加を行う方
扶養者・障がい者・社会保険料・生命保険料・医療費などが対象です。

◆非課税収入（障害年金・遺族年金・失業給付など）のみで生活している方
石狩市国民健康保険・介護保険に加入する方、障害者総合支援法の各種福祉
サービスを受ける方、市営住宅に入居する方などは市民税申告が必要です。

◆公的年金などや給与以外に所得があるが、所得税はかからない方
確定申告は不要ですが、市民税申告は必要です。

◆上場株式などに係る配当所得や譲渡所得などがある方
所得税とは異なる課税方式を選択する場合は市民税申告が必要です。

市民税申告が必要な方 ※確定申告をした方は、市民税申告をする必要はありません

　源泉徴収票の原本、マイナンバーカード（通知カード）、利用者識別番号が分かる書類（電子申告を行う方）のほか、
控除ごとに以下の書類が必要です。

このほか、払い込んだ保険料より
も多い金額の生命保険などの満
期返戻金や個人年金の給付金を
受け取った方、申告が必要か分か
らないものがある方は、申告時に
ご持参ください。


